
広
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
六
号

県

立

学

校

広
島
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
及
び
広
島
県
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
三
日 

広
島
県
教
育
委
員
会 

教
育
長

平

川

理

恵

広
島
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
及
び
広
島
県
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
訓
令
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
広
島
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

広
島
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
広
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

（
広
島
県
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

広
島
県
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
訓
令
（
平
成
二
十
八
年
広
島
県
教
育
委
員
会
訓
令

第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

附

則

（
施
行
期
日
） 

１

こ
の
教
育
委
員
会
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

第
二
条 

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
職
員
」
と
は
、
教
育

委
員
会
が
任
命
す
る
県
立
学
校
の
常
勤
の
職
員
及
び

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
い
う
。 

（
定
義
）

第
二
条 

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
職
員
」
と
は
、
教
育

委
員
会
が
任
命
す
る
県
立
学
校
の
常
勤
の
職
員
及
び

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
い
う
。 

改

正

後

改

正

前

（
人
事
評
価
の
実
施
等
） 

第
三
条 

（
略
） 

一

（
略
） 

二 

非
常
勤
職
員
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
は
除
く
。
） 

三

（
略
） 

２

（
略
） 

（
人
事
評
価
の
実
施
等
） 

第
三
条 

（
略
） 

一

（
略
） 

二 

非
常
勤
職
員
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
除

く
。
） 

三

（
略
） 

２

（
略
） 



２ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
第
二
条
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
こ

の
教
育
委
員
会
訓
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
一
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
広
島
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
第
二
条
中
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
あ
る

の
は
、
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。 

３ 

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
県
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
訓
令
第
三
条
第
一
項

第
二
号
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
広
島
県
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
訓
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
」
と
あ
る
の
は
、
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 


